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高齢介護課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 10時50分

選定理由

　本業務は、ひとり暮らし高齢者等の居宅に緊急通報装置を設置し、当該高齢者の日常生活における緊急時の連絡手段を確保するとともに、速やかに救援活動を行って当該高齢者の安全を確保するための業務を３６か月の長期継続契約により委託するものである。

　機器の転換を図ると、利用者への理解を得るための時間が発生するばかりか、機器が変わることによる混乱が生じた際の対応事務の増大を招く恐れがある。他の業者へ委託した場合、各利用者の健康状態、生活状況及び個々の持病の有無、安否確認の連絡希望時間

等これまで蓄積していた情報がリセットされることにより業務の連続性が損なわれる。機能及びサービス低下を招くことなく本事業目的を達成させることができる唯一の業者は、本業務を受託している大阪ガスセキュリティサービス株式会社である。

　以上のことから、大阪ガスセキュリティーサービス株式会社と随意契約を行う。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者
大阪ガスセキュリティサービス株式会社

入札（見積）結果公表台帳
物品関係

事業名
城陽市高齢者緊急通報システム事業業務委
託（単価契約） 所管課
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順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額
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大阪府大阪市淀川区十三本町三丁目６番３５号
大阪ガスセキュリティサービス株式会社
代表取締役社長　遠山　雅夫

(2) 契 約 金 額
委託件数１件あたり＠1,034

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ＠94
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令 和 4 年 (2022 年 ） 4 月 1 日
令 和 4 年 (2022 年 ） 3 月 17 日
令 和 4 年 (2022 年 ） 3 月 30 日

令 和 4 年 (2022 年 ） 4 月 1 日
令 和 7 年 (2025 年 ） 3 月 31 日

本市が指定する対象者の自宅
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